
生駒市教育委員会規則第１３号 

 生駒市公民館条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２１年１０月６日 

生駒市教育委員会委員長 中井 公人  

 

生駒市公民館条例施行規則等の一部を改正する規則 

（生駒市公民館条例施行規則の一部改正） 

第１条 生駒市公民館条例施行規則（昭和５６年７月生駒市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「について､｣を「に関し」に改める。 

第２条及び第３条を削り、第４条を第２条とし、第５条を第３条とする。 

第６条第１項中「公民館使用許可申請書」を「施設使用許可申請書」に改

め、同条第２項を次のように改め、同条を第４条とする。 

２ 前項の申請書は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内

に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認め

るときは、この限りでない。 

(1) 市民が使用する場合 使用しようとする日（以下「使用日」という｡)

の４月前の日から７日前の日まで 

(2) 市民以外の者が使用する場合 使用日の３月前の日から７日前の日ま

で 

第７条第１項中「認めた」を「認める」に、「公民館使用許可書（様式第２

号。以下「許可書」という｡)」を「施設使用許可書」に改め、同条第２項中「

公民館使用取消申請書（様式第３号）」を「使用日の前日までに施設使用取消

申請書（様式第２号）」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次

の１項を加え、同条を第５条とする。 



２ 前項の規定による交付は、使用料の納付と引き換えに行うものとする。 

第７条の２を第６条とする。 

第８条中「許可書交付後」を「公民館の使用を許可した後」に改め、同条を

第７条とする。 

第９条及び第１０条を削り、第１１条を第８条とし、第１２条を第９条とす

る。 

第１３条中「第４条から第８条まで及び様式第１号から様式第３号まで」を

「第２条から第７条まで、様式第１号及び様式第２号」に、「第４条中」を「

第２条中」に、「第５条第３項」を「第３条第３項」に、「第６条から第８条

まで」を「第４条から第７条までの規定」に改め、「、様式第１号」の次に「

及び様式第２号」を加え、「、様式第２号中「生駒市教育委員会教育長 □印 」

とあるのは「指定管理者 ○印 」と、様式第３号中「生駒市教育委員会」とある

のは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と」を削

り、同条を第１０条とし、第１４条を第１１条とする。 

別表を削る。 

様式第１号及び様式第２号を次のように改め、様式第３号及び様式第４号を

削る。 

 



様式第１号（第４条関係） 

施 設 使 用 許 可 申 請 書 

年  月  日  

生駒市教育委員会     殿 

 

申請者 住 所 

団体名 

氏名（代表者名） 

電話番号 

  次のとおり使用の許可を申請します。 

施 設 名 

 

使 用 目 的 
 

使 用 日 時 

 

使 用 人 員  

入場料等徴収 

の 有 無 
 

特 記 事 項 

 

※ 使 用 料 
 

※許可年月日 

年  月  日 

※許可番号 

第     号 

※減免の有無 

有 ・ 無 

※ 許 可 条 件 

※領収書番号 

第     号 

注 ※印の欄は、記入しないでください。 

 



様式第２号（第５条関係） 

施 設 使 用 取 消 申 請 書 

年  月  日  

生駒市教育委員会     殿 

 

申請者 住 所 

団体名 

氏名（代表者名）       ○印  

電話番号 

 

年  月  日付け  第   号で許可のあった公民館の使用を取り消した

いので申請します。 

施 設 名 

 

使 用 日 時 

 

取 消 理 由 

 

※既納使用料 
 

※ 還 付 金 額 
 

備 考 

 

注 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 施設使用許可書を添付してください。 

 



（生駒市市民ホール条例施行規則の一部改正） 

第２条 生駒市市民ホール条例施行規則（昭和６１年１１月生駒市教育委員会規

則第８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「について､｣を「に関し」に改める。 

第４条中「使用日から」を削る。 

第５条第１項中「市民ホール使用許可申請書」を「施設使用許可申請書」に

改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の申請書は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内

に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認め

るときは、この限りでない。 

(1) 市民が使用する場合（次号に掲げる場合を除く｡) 使用しようとする

日（以下「使用日」という｡)の４月前の日から７日前の日まで 

(2) 市民が営利目的で使用する場合及び市民以外の者が使用する場合（次

号に掲げる場合を除く｡) 使用日の３月前の日から７日前の日まで 

(3) 市民以外の者が営利目的で使用する場合 使用日の２月前の日から７

日前の日まで 

  第６条第１項中「認めた」を「認める」に、「市民ホール使用許可書（様式

第２号。以下「許可書」という｡)」を「施設使用許可書」に改め、同条第２項

中「市民ホール使用取消申請書（様式第３号）」を「使用日の前日までに施設

使用取消申請書（様式第２号）」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定による交付は、使用料の納付と引き換えに行うものとする。 

  第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１２条までを１条ずつ繰

り上げる。 

様式第１号及び第２号を次のように改め、様式第３号及び様式第４号を削



る。 



様式第１号（第５条関係） 

施 設 使 用 許 可 申 請 書 

年  月  日  

生駒市教育委員会     殿 

 

申請者 住 所 

団体名 

氏名（代表者名） 

電話番号 

  次のとおり使用の許可を申請します。 

施 設 名 

 

使 用 目 的 
 

使 用 日 時 

 

使 用 人 員  

入場料等徴収 

の 有 無 
 

特 記 事 項 

 

※ 使 用 料 
 

※許可年月日 

年  月  日 

※許可番号 

第     号 

※減免の有無 

有 ・ 無 

※ 許 可 条 件 

※領収書番号 

第     号 

注 ※印の欄は、記入しないでください。 

 



様式第２号（第６条関係） 

施 設 使 用 取 消 申 請 書 

年  月  日  

生駒市教育委員会     殿 

 

申請者 住 所 

団体名 

氏名（代表者名）       ○印  

電話番号 

 

年  月  日付け  第   号で許可のあった市民ホールの使用を取り消

したいので申請します。 

施 設 名 

 

使 用 日 時 

 

取 消 理 由 

 

※既納使用料 
 

※ 還 付 金 額 
 

備 考 

 

注 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 施設使用許可書を添付してください。 

 



（生駒市芸術会館条例施行規則の一部改正） 

第３条 生駒市芸術会館条例施行規則（平成１０年２月生駒市教育委員会規則第

３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「施設等使用許可申請書」を「施設使用許可申請書」に改

め、同条第２項中「２月前から７日前まで」を「４月前の日から７日前の日ま

で」に改める。 

  第５条第１項中「施設等使用許可書（様式第２号。以下「許可書」という｡)

」を「施設使用許可書」に改め、同条第３項中「施設等使用取消申請書（様式

第３号）」を「施設使用取消申請書（様式第２号）」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項中「許可書」を「施設使用許可書」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定による交付は、使用料の納付と引き換えに行うものとする。 

第６条中「許可書の交付後」を「施設等の使用を許可した後」に改める。 

第７条中「第１０条第３項の規定により、同条第２項の観覧料（以下「観覧

料」という｡)」を「第１０条第２項の規定により観覧料」に改める。 

第８条及び第９条を削り、第１０条を第８条とし、第１１条を第９条とす

る。 

  第１２条第１項中「様式第６号」を「様式第３号」に改め、同条第２項中「

（様式第７号）」を削り、同条を第１０条とする。 

  第１３条第１項中「様式第８号」を「様式第４号」に改め、同条第３項中「

（様式第９号）」を削り、同条を第１１条とし、第１４条から第１６条までを

２条ずつ繰り上げる。 

  様式第１号及び様式第２号を次のように改め、様式第３号から様式第５号ま

でを削る。 

 



様式第１号（第４条、第５条関係） 

施 設 使 用 許 可 申 請 書 

年  月  日  

生駒市教育委員会     殿 

 

申請者 住 所 

団体名 

氏名（代表者名） 

電話番号 

  次のとおり使用の許可を申請します。 

施 設 名 

 

使 用 目 的 
 

使 用 日 時 

 

使 用 人 員  

入場料等徴収 

の 有 無 
 

特 記 事 項 

 

※ 使 用 料 
 

※許可年月日 

年  月  日 

※許可番号 

第     号 

※減免の有無 

有 ・ 無 

※ 許 可 条 件 

※領収書番号 

第     号 

注 ※印の欄は、記入しないでください。 

 



様式第２号（第５条関係） 

施 設 使 用 取 消 申 請 書 

年  月  日  

生駒市教育委員会     殿 

 

申請者 住 所 

団体名 

氏名（代表者名）       ○印  

電話番号 

 

年  月  日付け  第   号で許可のあった芸術会館の使用を取り消し

たいので申請します。 

施 設 名 

 

使 用 日 時 

 

取 消 理 由 

 

※既納使用料 
 

※ 還 付 金 額 
 

備 考 

 

注 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 施設使用許可書を添付してください。 

 



  様式第６号中「第１２条関係」を「第１０条関係」に改め、同様式を様式第

３号とし、様式第７号を削る。 

様式第８号中「第１３条関係」を「第１１条関係」に改め、同様式を様式第

４号とし、様式第９号を削る。 

 （生駒市コミュニティセンター条例施行規則の一部改正） 

第４条 生駒市コミュニティセンター条例施行規則（平成２年４月生駒市教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「について」を「に関し」に改める。 

  第４条第１項中「施設等使用許可申請書（様式第１号。以下「申請書」とい

う｡)」を「施設使用許可申請書（様式第１号）」に改め、同条第２項を次のよ

うに改める。 

 ２ 申請書は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出

しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるとき

は、この限りでない。 

  (1) 市民が使用する場合（次号に掲げる場合を除く｡) 使用しようとする

日（以下「使用日」という｡)の４月前の日から７日前の日まで 

  (2) 市民が営利目的で使用する場合及び市民以外の者が使用する場合（次

号に掲げる場合を除く｡) 使用日の３月前の日から７日前の日まで 

  (3) 市民以外の者が営利目的で使用する場合 使用日の２月前の日から７

日前の日まで 

第５条第１項中「施設等使用許可書（様式第２号。以下「許可書」という｡)

」を「施設使用許可書」に改め、同条第３項中「施設等使用取消申請書（様式

第３号）」を「施設使用取消申請書（様式第２号）」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項中「許可書」を「施設使用許可書」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 



 ２ 前項の規定による交付は、使用料の納付と引き換えに行うものとする。 

第７条及び第８条を削る。 

第６条中「許可書の交付後」を「センターの使用を許可した後」に改め、同

条を第７条とし、第５条の２を第６条とする。 

第９条を第８条とし、第１０条を第９条とし、第１１条を第１０条とし、第

１２条を削り、第１３条を第１１条とする。 

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 



様式第１号（第４条関係） 

施 設 使 用 許 可 申 請 書 

年  月  日  

生駒市教育委員会     殿 

 

申請者 住 所 

団体名 

氏名（代表者名） 

電話番号 

  次のとおり使用の許可を申請します。 

施 設 名 

 

使 用 目 的 
 

使 用 日 時 

 

使 用 人 員  

入場料等徴収 

の 有 無 
 

特 記 事 項 

 

※ 使 用 料 
 

※許可年月日 

年  月  日 

※許可番号 

第     号 

※減免の有無 

有 ・ 無 

※ 許 可 条 件 

※領収書番号 

第     号 

注 ※印の欄は、記入しないでください。 

 



様式第２号（第５条関係） 

施 設 使 用 取 消 申 請 書 

年  月  日  

生駒市教育委員会     殿 

 

申請者 住 所 

団体名 

氏名（代表者名）       ○印  

電話番号 

 

年  月  日付け  第   号で許可のあったコミュニティセンターの使

用を取り消したいので申請します。 

施 設 名 

 

使 用 日 時 

 

取 消 理 由 

 

※既納使用料 
 

※ 還 付 金 額 
 

備 考 

 

注 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 施設使用許可書を添付してください。 

 



様式第３号及び様式第４号を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市公民館条例施行規則、生駒市市民ホール条例施行規則、生駒

市芸術会館条例施行規則及び生駒市コミュニティセンター条例施行規則の規定

は、平成２２年４月１日以後の公民館、市民ホール、芸術会館及びコミュニテ

ィセンターの使用に係る許可の手続並びに使用料の減免及び還付について適用

し、同日前のそれぞれの公の施設の使用に係る許可の手続並びに使用料の減免

及び還付については、なお従前の例による。 

 




